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２．１ 建設副産物情報交換システムの運用 

 

今日の建設副産物を取り巻く環境の変化を受け、国土交通省の指導のもと（一財）日本建

設情報総合センター（以下、通称「ＪＡＣＩＣ」ジャシックと呼ぶ）の建設副産物情報セン

ター（以下、「カスタマーセンター」と呼ぶ）では、循環型社会の構築を目指し、建設リサイ

クル法の趣旨を踏まえて、建設廃棄物の計画的な再資源化と再生材の利用を推進するために、

建設副産物情報交換システムの全国運用を行っています。 

 

 

２．２ 建設副産物情報交換システムの利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）建設副産物情報交換システムにおける、建設リサイクル法第 10条届出書の作成機能は廃止しました。 

ＪＡＣＩＣ 

建設副産物情報センター 

・システム管理 

・問い合わせ対応 

・工事情報の検索 

・施設情報の検索 

処理業者 

（再資源化施設） 

排出事業者 

（施工業者・解体工事業者） 

 

•  再生資源利用［促進］計画書（実施書） 

―建設リサイクルガイドライン様式― 

 

建設リサイクル関連様式の登録情報（※）の 

活用による提出書類の省力化 提出・報告 

・施設情報の検索 

・工事情報の検索 

・自登録工事の建設 

リサイクル関連様式 

の登録情報の集計 

・施設情報の登録 

・調査価格情報 

の登録 

・施設情報の検索 

・工事情報の検索 

・調査価格情報の検索 

・自機関発注工事の 

建設リサイクル関連様式 

の登録情報の集計 

・建設副産物の搬出計画 

および、実施情報の登録 

・再生資材の利用計画 

および、実施情報の登録 

発注機関 


